
 

 

 

１ 事業概要 

 ■補助対象者の要件 

 県内に本社又は主たる事務所を有し、県内で外国人材（技能実習生）を雇用する中小企業等 

※会社法上の会社のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人等を含む 

 

■補助対象事業 

県内の中小企業等が自社の外国人従業員に行う日本語能力向上のための日本語学習事業 

（日本語能力の熟達度A2相当以上を目指すもの） 

対象経費：日本語教室の開催経費(講師謝金、旅費、会場使用料、通信費、消耗品費、委託料、 

通訳料） 

日本語教室の受講経費（受講料、旅費） 

 

■補助内容 

【補助率・補助額】補助率２分の１以内、上限 15万円／事業者 

【補助対象期間】 令和８年６月 23 日（火）～令和９年２月 19 日（金） 

 

２ 申請方法 

  長野県ホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入の上、以下の書類提出先まで 

  メール、持参または郵送してください。 

 

 ■書類提出先 

  〒380-8570（県庁専用郵便番号のため住所の記載不要） 

  長野県産業労働部産業人材育成課人材育成支援係 

TEL：026-235-7202 

メールアドレス：jinzai2@pref.nagano.lg.jp 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和８年（2026 年）６月 23 日 

 

外国人材日本語習得支援補助金の申請の受付を開始します！ 

長野県では、県内に事業所を有する中小企業等の外国人材の定着・活躍の促進を促進するため、中小企

業等が雇用する外国人の日本語能力向上につながる取組を支援する補助金の受付を開始します。 

します。補助金の受付を開始します。 

(問合せ先) 

担 当  産業人材育成課人材育成支援係 

     宮本、奥田 

電  話  026-235-7202（直通） 
026-232-0111（代表）内線 2995 

E-mail  jinzai2@pref.nagano.lg.jp 

【申請書類はこちら】 


